
 

山県市附属機関設置条例 

平成２５年３月２１日 

条例第３号 

改正 平成２５年６月２８日条例第２５号 

平成２６年３月２０日条例第３号 

平成２７年３月２０日条例第３号 

平成２７年３月２０日条例第５号 

平成２７年１２月１６日条例第３３号 

平成２８年６月２３日条例第２３号 

平成３０年３月１６日条例第４号 

（趣旨） 

第１条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１３８条の４第３項に規定する

附属機関（以下「附属機関」という。）の設置等については、法律若しくはこれ

に基づく政令又は他の条例に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。 

（附属機関の設置及び担任事務） 

第２条 山県市は、別表執行機関の欄に掲げる執行機関の附属機関としてそれぞれ

同表附属機関の欄に掲げる附属機関を置く。 

２ 附属機関の担任する事務は、別表担任事務の欄に掲げるとおりとする。 

（組織） 

第３条 附属機関の委員（臨時委員、専門委員その他これらに準ずる委員を除く。）

の定数は、別表委員の定数の欄に掲げるとおりとする。 

２ 附属機関が担任する事務のうち、特定又は専門の事項について調査審議等をす

るため、分科会、部会その他これらに類する組織を当該附属機関に置くことがで

きる。 

（庶務） 

第４条 附属機関の庶務は、別表に定める庶務担当課において処理する。 

（委任） 



 

第５条 この条例に定めるもののほか、附属機関の組織、運営その他必要な事項は、

当該附属機関の属する執行機関が定める。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成２５年６月２８日条例第２５号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成２６年３月２０日条例第３号） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成２６年４月１日から施行する。 

（山県市非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正） 

２ 山県市非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例（平成１５年山県

市条例第３７号）の一部を次のように改正する。 

〔次のよう〕略 

附 則（平成２７年３月２０日条例第３号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成２７年３月２０日条例第５号） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成２７年４月１日から施行する。 

（旧教育長に関する経過措置） 

２ この条例の施行の際現に在職する地方教育行政の組織及び運営に関する法律の

一部を改正する法律（平成２６年法律第７６号。以下「改正法」という。）附則

第２条の規定による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和３

１年法律第１６２号。以下この条において「旧法」という。）第１６条第１項の

教育長（以下「旧教育長」という。）は、その教育委員会の委員（以下単に「委

員」という。）としての任期に限り、なお従前の例により在職するものとする。 

３ 前項の場合においては、この条例による改正後の山県市附属機関設置条例（平

成２５年山県市条例第３号）、山県市職員定数条例（平成１５年山県市条例第２



 

３号）、山県市非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例（平成１５

年山県市条例第３７号）、山県市特別職報酬等審議会条例（平成１５年山県市条

例第３８号）、山県市常勤の特別職職員の給与に関する条例（平成１５年山県市

条例第３９号）、山県市常勤の特別職職員の給与に関する条例の特例を定める条

例（平成１８年山県市条例第４３号）、山県市常勤の特別職職員の期末手当の特

例に関する条例（平成２０年山県市条例第３０号）若しくは山県市職員等の旅費

に関する条例（平成１５年山県市条例第４５号）の規定又は山県市教育長の給与

その他の勤務条件に関する条例（平成１５年山県市条例第４０号）の廃止にかか

わらず、なおその効力を有する。 

４ 前項の場合において、旧教育長の委員としての任期が満了する日（当該満了す

る日前に旧教育長が欠けた場合にあっては、当該欠けた日）において旧法第１２

条第１項の教育委員会の委員長である者の当該委員長としての任期は、旧法第１

２条第２項の規定にかかわらず、その日に満了する。 

附 則（平成２７年１２月１６日条例第３３号） 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

（山県市非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正） 

２ 山県市非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例（平成１５年山県

市条例第３７号）の一部を次のように改正する。 

〔次のよう〕略 

附 則（平成２８年６月２３日条例第２３号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成３０年３月１６日条例第４号） 

この条例は、平成３０年４月１日から施行する。 

別表（第２条、第３条関係） 

執行機関 附属機関 担任事務 委員の定

数 

庶務担当

課 



 

市長 山県市行政改革推進委員

会 

山県市の行政改革の推

進に関する重要事項につ

いての調査審議に関する

事務 

１０人以

内 

企画財政

課 

まち・ひと・しごと創生

会議 

山県市総合戦略の策定

に関する調査審議に関す

る事務 

２０人以

内 

企画財政

課 

山県市公共交通会議 地域の実情に即した輸

送サービスの実現に必要

となる事項及び生活交通

ネットワーク計画の策定

等についての協議に関す

る事務 

２０人以

内 

企画財政

課 

山県市指定管理者候補者

選定委員会 

指定管理者候補者の募

集及び選定についての審

議に関する事務 

７人以内 企画財政

課 

山県市老人ホーム入所判

定委員会 

老人福祉法（昭和３８年

法律第１３３号）第１１

条の規定に基づく老人ホ

ームへの入所措置の要否

についての判定に関する

事務 

５人 福祉課 

山県市高富民生委員推薦

準備会、山県市伊自良民

生委員推薦準備会、山県

市美山民生委員推薦準備

会 

民生委員・児童委員適格

者の推薦についての審議

に関する事務 

各１４人

以内 

福祉課 



 

山県市地域福祉推進計画

策定・推進協議会 

社会福祉法（昭和２６年

法律第４５号）第１０７

条に基づく山県市地域福

祉推進計画の策定、進行

管理及び見直しについて

の審議に関する事務 

２５人以

内 

福祉課 

山県市高齢者施策検討委

員会 

山県市老人福祉計画及

び山県市介護保険事業計

画の進捗状況の確認等に

ついての調査審議に関す

る事務 

１０人以

内 

健康介護

課 

山県市高齢者福祉計画策

定委員会 

老人福祉法（昭和３８年

法律第１３３号）第２０

条の８に規定する老人福

祉計画及び介護保険法

（平成９年法律第１２３

号）第１１７条に規定す

る介護保険事業計画の策

定及び見直しについての

協議に関する事務 

２０人以

内 

健康介護

課 

山県市介護老人福祉施設

等整備事業者選定委員会 

山県市高齢者福祉計画

に基づく介護老人福祉施

設等を整備するための事

業者の選定についての審

議に関する事務 

６人以内 健康介護

課 

山県市地域包括支援セン

ター運営事業者選定委員

山県市地域包括支援セ

ンターを運営するための

８人以内 健康介護

課 



 

会 事業者の選定についての

審議に関する事務 

山県市子ども・子育て会

議 

子ども・子育て支援法

（平成２４年法律第６５

号）第７７条第１項の規

定に基づく山県市子ども

事業計画の策定、実施状

況の点検、評価及び見直

しについての審議に関す

る事務 

２５人以

内 

子育て支

援課 

山県市人権教育・啓発推

進協議会 

人権教育及び人権啓発

の総合的かつ効果的な推

進について必要な事項に

ついての調査審議に関す

る事務 

１７人以

内 

福祉課 

山県市予防接種健康被害

調査委員会 

予防接種法（昭和２３年

法律第６８号）に基づく

予防接種による健康被害

について、医学的見地か

らの調査審議に関する事

務 

６人 健康介護

課 

山県市健康山県２１推進

委員会 

健康増進法（平成１４年

法律第１０３号）第８条

第２項の規定に基づき策

定した健康増進計画であ

る健康山県２１の推進に

係る総合調整及び健康づ

２０人以

内 

健康介護

課 



 

くりに関し必要な事項に

ついての調査審議に関す

る事務 

山県市いのち支える自殺

対策推進委員会 

自殺対策基本法（平成１

８年法律第８５号）第１

３条第２項の規定に基づ

く自殺対策計画の策定及

び評価についての審議に

関する事務 

１５人以

内 

健康介護

課 

山県市福祉有償運送等運

営協議会 

自家用有償旅客運送の

登録・変更を申請する場

合等における運送の必要

性についての協議に関す

る事務 

１３人以

内 

福祉課 

山県市地域包括支援セン

ター運営協議会 

地域包括支援センター

の設置、運営、評価等に

ついての協議に関する事

務 

１０人以

内 

健康介護

課 

山県市農業振興地域整備

促進協議会 

農業振興地域整備計画

の策定及び変更等に関す

る事項についての調査審

議に関する事務 

２０人以

内 

農林畜産

課 

山県市農業委員選考委員

会 

農業委員候補者に関す

る事項についての調査審

議に関する事務 

５人以内 農林畜産

課 

教育委員会 山県市立小学校及び中学

校適正規模等検討委員会 

小学校及び中学校の適

正規模及び通学区域の設

１５人以

内 

学校教育

課 



 

定又は変更についての調

査審議に関する事務 

山県市教育振興基本計画

検討委員会 

教育基本法（平成１８年

法律第１２０号）第１７

条第２項の規定による教

育の振興のための施策に

関する基本的な計画の策

定についての協議に関す

る事務 

１０人以

内 

学校教育

課 

山県市教育委員会点検評

価委員会 

地方教育行政の組織及

び運営に関する法律（昭

和３１年法律第１６２

号）第２６条の規定によ

る教育委員会の権限に属

する事務の管理及び執の

状況についての点検及び

評価に関する事務 

１０人以

内 

学校教育

課 

 


